
令和 8 年１月１日 

お客様各位 

株式会社キャリー交通 

代表取締役 八下田 達哉 

 

運輸安全マネジメントに関する取り組みについて 

 

株式会社キャリー交通では、経営理念「心から安心できる社会を創造する」の元、

輸送の安全の確保を最優先課題としています。私たちは「安全」を「客観的に見て

リスクの少ない状態」と独自に定義し、設定した安全目標に対してＰＤＣＡサイク

ルを用いて厳密かつ透明性の高い管理運用を行いながら改善活動を続け、「お客様

の心からの安心」に向けて持続的に安全レベルの向上を追求して参ります。 

 

１．輸送の安全に関する基本的な方針  

株式会社キャリー交通では、輸送の安全を確保するために以下の通り安全方針

を定め、社長を筆頭に全従業員が一丸となって事故防止に努めるとともに、常

に安全を最優先として全力で取り組みます。 

 

①輸送の安全の確保最優先 

   輸送の安全を確保することを最優先とし、全力で取り組みます。 

  ②法令順守 

   関係法令を遵守し、輸送の安全の確保に繋げていきます。 

③改善活動 

   厳密にＰＤＣＡサイクルを回し、持続的な改善活動を行います。 

 



２．輸送の安全に関する重点施策  

①輸送の安全の確保に向けた最重要施策を人財育成とし、遵法意識と安全運転

レベルの高いドライバー、安全管理能力の高い管理者の育成を行います。 

 

 ②輸送の安全の確保に関する内部監査の実行および客観的評価を得て、必要な

是正措置又は予防措置を講じます。 

  

 第三者評価機関 

 公益財団法人 関東貸切バス適正化センター 

 https://www.kkbt.or.jp/ 

 

 公益財団法人 日本バス協会 貸切バス事業者安全性認定制度 

 https://www.bus.or.jp/safety/ 

 

 ③輸送の安全の確保に必要な投資または費用支出を、積極的かつ効率的に行い

ます。またその効果性を厳密に検証し、更なる改善活動に繋げていきます。 

 

 ④輸送の安全の確保に必要な情報の共有を得るため、情報の連絡体制を整備し、

透明性高く報告、連絡、相談、確認を実施します。 

 

 ⑤ＰＤＣＡサイクルを厳密に回すために必要不可欠な、運輸安全マネジメント

会議を実施し、輸送の安全の確保を追求します。 

 

 

 



３．輸送の安全に関する計画  

①定期的なドライバー教育、及び管理者教育の実施 

②貸切バス事業者安全性評価認定の取得、及び運用 

③安全投資計画の立案、及び計画の実施 

④連絡体制の整備、報告連絡相談確認の教育、及び資料の保存 

 ⑤毎月１回行う運輸安全マネジメント会議 

 

４．組織体制及び指揮命令系統  

社長（安全統括責任者） 

↑                   ↓ 

各営業所 所長（運行管理者・整備管理者） 

↑                   ↓ 

各ドライバー 

 

５．事故、災害等に関する報告連絡体制  

ドライバー 

↑                   ↓ 

事故処理担当者（各営業所所長） 

↑                   ↓ 

警察署 消防署 運輸支局 

↑                   ↓ 

事故処理責任者（各営業所所長） 

↑                   ↓ 

社長（安全統括責任者） 

 



６．安全統括管理者  

株式会社キャリー交通では、道路運送法第 22 条の 2 第 2 項 4 号の規定によ

り、以下のとおり安全統括管理者を選任しています。 

・安全統括責任者 八下田 達哉  

 

７．安全管理規程  

道路運送法第 22 条の 2 第 1 項の規定に基づき、安全管理規程を別紙に定め

ています。 

 

８．輸送の安全に関する教育及び研修の計画  

安全管理規程第 14 条に基づき、目標を達成するために必要な人材を育成する

ための教育を計画的に実施します。 

      

 

 

 

 

 

 

       

 



 安全運転教育 マナー教育 理念教育 

1 月 
バスを運転する心構え 

バスの運行の安全、乗客の安全を確保するために遵守すべきこと 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

2 月 
バスの構造上の特性 

乗車中の乗客の安全を確保するために留意すべき事項 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

3 月 
乗客が乗降するときの安全を確保するために留意すべき事項 

運行路線、経路における道路及び交通の状況 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

4 月 
日常点検整備講習(外部講師) 挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

5 月 
危険の予測及び回避並びに緊急時に於ける対応方法 

運転者の運転適性に応じた安全運転 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

6 月 
 挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

7 月 
交通事故に関わる運転者の生理的及び心的要因とこれらへの対処方法 

健康管理の重要性 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

8 月 
 挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

9 月 
安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法ドラ

イブレコーダー記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

10 月 
日常点検整備講習(外部講師) 挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

11 月 
事故や災害を想定した実地訓練 

安全運転実務研修 非常用信号器具、非常口、消火器の取り扱い 

挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 

12 月 
 挨拶・返事の実習 

職場の教養研修 

人事理念・行動指針からの 

業務改善勉強会(社長塾) 



９.貸切バス事業者安全性評価認定制度について 

弊社では 2024 年 12 月 26 日に公益社団法人日本バス協会貸切バス事業者安全

性評価認定委員会より、最高ランクの安全性評価認定を受けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸切バス事業者安全性評価認定制度とは、貸切バス事業者の安全性や安全の確

保に向けた取り組み状況について評価・認定される制度です。貸切バスをご利用に

なられる皆さまからは、貸切バス事業者の安全性を客観的にご判断いただく基準

のひとつとなり、貸切バス事業者にとっては、より安全なバスサービスの管理・運

営に取り組む指標となっています。 



１０．輸送の安全の確保に向けた安全投資の一部 

・ドライブレコーダーの導入（全車両導入済み） 

 

 

・デジタルタコグラフの装着（全車両装着済み） 

 



・ＩＴを活用した高性能なアルコール検知器の導入 

 

１１．輸送の安全に関する目標と実績 

令和 7 年度目標 目標件数 結果件数 

人身事故０件 ０件 0 件 

物損事故０件 ０件 ０件 

その他の事故 0 件 ０件 0 件 

 

令和 8 年度目標 目標件数 結果件数 

人身事故０件 ０件  

物損事故０件 ０件  

その他の事故 0 件 ０件  



１２．輸送の安全に関する安全投資目標と実績 

 令和 8 年度目標 

① 健康起因事故防止対策として有効な「睡眠時無呼吸症候群」「脳血管疾患」

「心臓疾患・大血管疾患」「視野障害」に対する検査の実施・人間ドック受診 

  人間ドッグ費用一人あたり約 25,000 円×10 名（隔年 10 名ずつ予定） 

② 日常点検整備講習 

  1 回あたり 10,000 円×2 回＝20,000 円(税別) 

  講師 栃木日野自動車整備部（予定 

③ タイヤ交換等 

 冬用スタッドレスタイヤへの組換え工賃 

1 回あたり 31,200 円×10 両×2 回＝624,000 円（税別） 

 ※新品タイヤへ交換の場合は別途費用発生 

        

１３．行政処分  

令和 7 年度 行政処分なし 

 

１４．自動車事故報告規則第 2 条に規定する事故に関する統計 

 人身事故 物損事故 その他の事故 

令和 7 年度 0 件 0 件 0 件 

令和 6 年度 ０件 ０件 ０件 

令和 5 年度 ０件 ０件 ０件 

令和 4 年度 ０件 ０件 ０件 

令和 3 年度 ０件 ０件 ０件 

 

以上 


